
 

 

 

 

 

島根県訪問看護支援センターの開設について 

 

１．訪問看護の現状・課題 

近年、医療的なケアが必要な方が、入院から在宅へ移行していること、地域医療構想

に基づく病院の機能分化・病床数の削減等により、在宅医療のニーズが高まっている。 

医療的なケアが必要な方が、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりのため、

在宅医療体制の強化推進が重要となるが、医療と生活の両方の橋渡しとなる訪問看護

は、その中核となる役割を担っている。 

一方で、県内の訪問看護を行う事業所では、訪問看護師確保、人材育成、経営安定

化、労務管理などの点に課題を抱えているが、規模が小規模かつ偏在しているなどの事

情から、これらの課題解決を各事業所の自助努力のみで図っていくことは困難な状況。 

県では、生涯にわたって、地域で安心して暮らすための在宅医療の体制を目指す上

で、課題解決のための手法について関係者と議論を重ねてきた。 

 

２．訪問看護に対する県の支援の経過 

 ・平成 21 年度  訪問看護における課題、支援等を検討するため、外部有識者に

よる「島根県訪問看護支援検討会」を設置、実態調査を実施 

 ・平成 22 年度  実態調査の結果を踏まえて、訪問看護業務支援事業等を開始 

          以降、訪問看護支援のための事業（各種研修会、普及啓発等）

を徐々に拡充するとともに、一部業務を島根県看護協会に委託 

 ・平成 29 年度  在宅医療・介護の充実等の観点から、健康福祉部内において包

括的センター設置に向けた検討を開始 

 ・平成 30 年度  島根県訪問看護支援検討会において、包括的センター設置に向

けた検討を開始 

 ・令和３年度  島根県看護協会において、日本看護協会の「訪問看護総合支援セ

ンター試行事業」を用いて検討 

 ・令和４年度  島根県看護協会内に「島根県訪問看護支援センター」を開設する

ことを決定 

 

３．島根県訪問看護支援センターの開設趣旨 

訪問看護に係る様々な課題に対して総合的に取り組み、地域における訪問看護提供体

制の安定化を図る拠点として、「島根県訪問看護支援センター」を令和５年４月に開設

することとした。 

センター開設にあたっては、看護師の職能団体である島根県看護協会に対して、これ

まで県が直営で行っていた訪問看護支援業務の一部を新たに業務委託することにより、

同協会が有する人的ネットワーク、経験等も活用しながら、訪問看護師の確保・育成か

ら事業所の経営支援までを一元的に行う体制を整えた。 

今後は、「島根県訪問看護支援センター」を中心として、医療機関、行政機関等の関

係機関とも連携しながら、効率的・重層的に訪問看護の推進を図る。 
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４．設置場所 

公益社団法人島根県看護協会内（同協会に業務委託） 

 

５．開設日 

令和５年４月１日 

 

６．施設概要 

  業務内容 

① 人材確保・定着支援 

新卒等訪問看護師の育成 

潜在看護師確保の取組 

② 訪問看護の質の向上 

   訪問看護師養成講習会 

身体診察技法の実技研修 等 

③ 経営・運営支援 

   事業所及び県民向け相談窓口の設置 

④ 普及啓発 

   訪問看護を広く知ってもらうためのＰＲ活動 

 

  スタッフ体制 

   ５名（センター長、訪問看護事業担当者） 










